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で
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源
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用
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で
す
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。
写
真
を
提
供
し
て
い
た

だ
け
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は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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さしあげます

ゆずってください

▷マットレス（セミダブルサイズ）　▷げた箱　▷ノートパ
ソコン　▷猫用トイレ　▷室内用折り畳み式犬小屋　▷タ
イヤチェーン

▷衣類乾燥機　▷冷凍庫　▷ファンヒーターガード　
▷ダイニングテーブルセット　▷アナログカメラ　▷
ベッド（シングルサイズ）　▷ベビーベッド　▷着付け
練習用人形　▷石油ストーブ　▷職業用ミシン

　シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で
働く意欲のある方の入会をお待ちしています。
　長年の知識や技能・経験を生かして「地域に貢献
したい」「健康のために体を動かしてみたい」と思っ
ている方、同センターの会員になりませんか。

▶ 入会説明会　毎月第1・第3木曜日の午前10時か
ら同センター (旭町13―24)で行っています。

　同センターでは次のような仕事をお受けしていま
すので、お気軽にご連絡ください。

▶ 仕 事 例　刃物研ぎ、植木の剪
せん
定
てい
、除草作業、屋

内外の掃除、ふすま・障子・網戸の張り替え、簡
単な大工仕事、塗装、福祉家事援助、各種イベン
トの手伝い、その他軽作業など
▶問い合わせ　同センター☎556―5221

シルバー人材センターからのお知らせ

　本人通知制度とは、代理人や第三者の請求により
住民票の写しなどを交付したとき、事前に登録した
本人にその事実を通知するものです。この制度によ
り、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や抑制
につながることが期待されます。
　なお、登録有効期限はありませんので、登録した
方の住所・氏名・本籍などに変更がない間は、再度
登録の手続きは不要です。

▶ 対 象　本市の住民基本台帳または戸籍簿に記
録のある方

▶ 登録方法　本人確認書類(運転免許証など)を持
参の上、市民課窓口で申請してください。

▶ 通知内容　代理人や第三者に交付した年月日、証
明書の種別および通数、交付請求者の種別

▶ 注 意　通知の対象となるものは、代理人請求
や第三者請求ですが、請求理由や請求先によって
は、通知しない場合があります。

▶問い合わせ　同課市民担当(内線242）

　　ご存じですか  
 　　　　本人通知制度

第4期納期限　2月27日㈮
　受益者負担金は、下水道が供用開始となった時点
で、使用の有無を問わず土地の面積に応じて賦課さ
れます。この負担金の納付には便利な口座振替をご
利用ください。また、期限内の納付が困難な場合は、
納付相談をご利用ください。
　なお、負担金賦課区域内の土地で売買・相続など
により受益者の変更があった方は、下水道課までご
連絡ください。

▶問い合わせ　 同課業務担当☎564―0303(前谷
1―1・水道庁舎内）

下水道受益者負担金を
お支払いの方へ

　小針クリーンセンターでは、3月16日㈪から27
日㈮まで、焼却施設の補修を予定しています。この
期間は燃やせるごみの直接搬入はできませんので、
ご注意ください。

▶問い合わせ　鴻巣行田北本環境資源組合
　　　　　　　☎559―3641

燃やせるごみの直接搬入を
一時中止します

平
成
27
年

 5月 7日 入学式、オリエンテーション

平
成
27
年

10月22日 行田市の原点　日本一の足袋産業

 5月14日 郷土の地形と成り立ち  10月31日､
11月 1日 ものつくり大学学園祭

 5月28日 グループ研究の取り組み 11月12日 自然の大切さ みんなで学ぼう

 6月11日 ｢のぼうの城｣を検証する 11月26日 第2回視察ツアー

 6月25日 第1回視察ツアー 12月10日 郷土の誇り埼玉古墳群

 7月 9日 古墳 12月17日 健康長寿の食生活

 7月23日 防犯対策
平
成
28
年

 1月14日 郷土の文化を学ぶ

 7月30日 忍城主はなぜ徳川幕府に重用されたのか  1月28日 郷土の著名人に聞く

 9月10日 郷土の歴史を学ぶ  2月18日 老後のくらし

 9月25日 元気の出るまちづくり  2月25日 グループ研究成果発表

10月 8日 音楽鑑賞  3月10日 修了式

　｢市民による手作りの学校｣を目指し、市民ボランティアが市民のニーズに合った趣向を凝らした
カリキュラムを選定している行田市民大学は、このたび第7期目となる新入生を募集します。行田
市民大学で、学びと仲間づくりのキャンパスライフを楽しみませんか。

▶修学期間　5月から2年間、毎月2回程度(原則第2・第4木曜日)
▶時 間　午後1時30分～ 3時30分 
▶場 所　ものつくり大学(予定)他
▶応募資格　原則として市内在住・在勤で16歳以上の方
▶募集人数　50人(定員を超えた場合は抽選)
▶学 費　年間15,000円(指定する日までに振り込み)
　※視察ツアーは別途負担あり
▶応募方法　市役所、教育委員会、各公民館などに用意してある　
　所定の申込用紙 (市ホームページからダウンロード可)に必要　
　事項を記入の上、3月13日㈮までに持参、郵送、FAXのいずれ　
　かの方法で申し込みください。
　【持参・郵送】〒361―0052 行田市本丸2―20 
　　　　　　　 行田市教育委員会ひとつくり支援課
　【FAX】556―0770
▶入学決定　3月31日(火)までに応募者へ結果を通知します。

講座予定

　※日程および講座内容は、変更となる場合があります。

▶問い合わせ　同課生涯学習担当☎556―8319

5月から2年間、毎月2回程度(原則第2・第4木曜日)

市役所、教育委員会、各公民館などに用意してある　
所定の申込用紙 (市ホームページからダウンロード可)に必要
　事項を記入の上、3月13日㈮までに持参、郵送、FAXのいずれ　

学んでみよう行田市民大学で
！

行田市民大学

平成27年度の

　｢市民による手作りの学校｣を目指し、市民ボランティアが市民のニーズに合った趣向を凝らした

新入生を募集します


